










行動する法人会行動する法人会
　全法連では、令和８年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

 －令和８年度税制改正に関する提言－

国 民 民 主 党
11月17日　税制調査会ヒアリング

税制調査会長　古川　元久 氏 他

自 由 民 主 党
11月4日

税制調査会長　小野寺　五典 氏

日 本 維 新 の 会
11月28日　税制調査会ヒアリング

税制調査会長　梅村　聡 氏 他

立 憲 民 主 党
11月13日　税制調査会ヒアリング

税制調査会長　重徳　和彦 氏 他

公 明 党
11月26日　財政・金融部会団体ヒアリング

財政・金融部会長　杉　久武 氏 他

自 由 民 主 党
11月12日　予算・税制等に関する政策懇談会

財政・金融・証券関係団体委員長　塩崎　彰久 氏 他

左から飯野税制委員長、小野寺税制調査会長、田中専務理事
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厚 生 労 働 省
11月13日

厚生労働副大臣　長坂　康正 氏

国 税 庁
12月10日　表敬訪問

長　　官　江島　一彦 氏
次　　長　田原　芳幸 氏
課税部長　高橋　俊一 氏

総 務 省
10月14日

自治税務局長　寺﨑　秀俊 氏

中 小 企 業 庁
10月22日

長　　　　官　山下　隆一 氏
事業環境部長　坂本　里和 氏

左から田中専務理事、寺﨑自治税務局長、飯野税制委員長、
丸山税制副委員長

左から田中専務理事、丸山税制副委員長、舞立財務副大臣、飯野税制委員長

左から長坂厚生労働副大臣、飯野税制委員長、丸山税制副委員長 左奥から高橋課税部長、江島国税庁長官、田原次長
右奥から飯野税制委員長、斎藤会長、田中専務理事

左から片山財務大臣、池田筆頭副会長

左から坂本事業環境部長、 田中専務理事、丸山税制副委員長、
山下中小企業庁長官、飯野税制委員長

財 務 省
12月4日

財務大臣　片山　さつき 氏

財 務 省
11月17日

財務副大臣　舞立　昇治 氏





すでに
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書かない 確定申告

マイナポータル連携
の詳細はこちら
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マイナポータル連携

早期還付
（３週間程度で還付）

24時間
利用可能

※メンテナンス時間を除きます

自宅から
申告可能

※一部の書類を除きます
イメージデータによる提出も可能

添付書類

提出不要

確定
申告

受信通知から

いつでも内容確認

※書面提出の場合は
１か月～１か月半程度で還付

スマホでも
できちゃう♪

メリット たくさん♪

マイナンバーカー

自宅自宅自宅

書かない

メリット たくさん

 確定申告書等作成コーナー
なら金額等を入力するだけで

自動計算で申告書が完成！

 マイナポータル連携で
給与、ふるさと納税、医療費等が

自動入力できる！
※ご利用には事前準備が必要です











広報予定事項（固定記事）⑤ 

【件名】 
不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税を減免します（23区内） 

 
【内容】 
 不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対して、新築後新たに課税される年
度から５年度分について固定資産税・都市計画税が全額減免（減免の対象となる戸数は、建替え前
の家屋により異なります。）されます。また、新築マンションを購入した場合も、要件に該当すれば
対象となります。 
◆減免要件◆ 
① 建替え後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の２分の１以上であること 
② 建替え前の家屋と建替え後の住宅がともに不燃化特区内に所在すること 
③ 建替え前の家屋が耐用年限の３分の２を超過している老朽建築物であること 
④ 建替え前の家屋が不燃化特区の指定期間中に取り壊され、滅失登記が完了していること 
（ただし、住宅を新築した後に家屋を取り壊す場合は、住宅を新築した日から１年以内に取り壊
されている必要があります。） 

⑤ 建替え後の住宅の新築年月日が不燃化特区の指定日から令和８年３月 31日までであること 
⑥ 建替え後の住宅が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること 
⑦ 新築された日の属する年の翌年の１月１日（１月１日新築の場合は、同日）において、建替え
前の家屋が滅失した日における所有者と、同一の者が所有する住宅であること 

⑧ 建替え後の住宅が検査済証の交付を受けていること 
⑨ 新築された年の翌々年（１月１日新築の場合は翌年）の２月末日までに「固定資産税減免申
請書」により申請があったもの 

（※）該当しない場合であっても、一定の要件を満たせば対象となる場合があります。詳しくは建 
替え後の住宅が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。 

 
【掲載例１】 

 －都税についてのお知らせ－ 

 
  
 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

不燃化特区内において、老朽建築物に該当する家屋を取り壊し、当該家屋に代えて、不燃化

のために新築された耐火又は準耐火建築物等の住宅のうち、一定の要件を満たすもの 

新築後新たに課税される年度から５年度分について居住部分の固定資産税・都市計画税を 

全額減免（減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。） 

【減免の期間と額】 

【減免対象】 

減免を受けるには申請が必要です。詳しくは、新築した住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。 
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【申請期限】 
新築した年の翌々年（１月１日新築の場合は翌年）の2月末 

 【不燃化特区】 
東京都都市整備局のホームページをご覧ください。 

 
主税局 HP 都市整備局 HP 











【昭和信用金庫 店舗一覧】
本 店
新 宿 支 店
三軒茶屋支店
京 橋 支 店
経 堂 支 店

☎（3422）6181
☎（3342）3821
☎（3421）6101
☎（3552）4091
☎（3420）4121

烏 山 支 店
大 橋 支 店
明 大 前 支 店
え び す 支 店
八 幡 山 支 店

☎（3300）1361
☎（3469）0315
☎（3323）0511
☎（3444）4211
☎（3329）1021

多 摩 川 支 店
池 の 上 支 店
下高井戸支店
代 田 橋 支 店
上 北 沢 支 店

☎042（481）6211
☎（3422）3141
☎（3321）4155
☎（3328）0151
☎（3302）8111

つつじが丘支店
三 鷹 支 店
東小金井支店
桜 上 水 支 店

☎042（482）0211
☎0422（47）3131
☎042（384）1521
☎（3329）3241

令和6年9月2日現在

オンライン相談も
可能です。

平日開催日

無料相談料

【完全予約制】時間

シモキタフロント１階　昭和信用金庫ATMコーナー隣
世田谷区北沢2-24-5（下北沢駅東口徒歩1分）

場所

お近くの店舗、または昭和信用金庫
（　   0120-872-315）にお申込み下さ
い。なお、相談の時間帯は先着順となりま
すので、ご希望に添えない場合がございま
す。あらかじめご了承願います。
［予約受付時間］
　平日 ９：00～ 17：00まで

申込方法

専門家相談会は、下記「昭和信用金庫サポートプラザ」で開催いたします！

サポートプラザ

事業の相談、事業計画、事業承継、相続税、贈与税、暮らしの税金の相談等

「税理士相談会」相談員協力：TKC東京都心会
ご相談いた
だける内容

第　　水曜日2

事業に係る法律問題はどんなことでもご相談ください。

「弁護士相談会」相談員協力：東京三弁護士会
ご相談いた
だける内容

第　　水曜日3

[相談時間 ]   第 2・3・4水曜日  ①13：00  ②14：00  ③15：00

社内規定の制定・見直し、各種助成金、労働・社会保険、働き方改革対応等、人事・労務に関する経営課題

「社会保険労務士相談会」
相談員協力：東京都社会保険労務士会世田谷支部

ご相談いた
だける内容

第　　水曜日4

相談料

無料

13：00～ 15：00　（一回45分）第 2・3・4 水曜日

経営に関する

専門家相談会専門家相談会
曜日は水毎

月第２・３・４
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